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八代広域行政事務組合議会 令和３年２月定例会会議録（第２号） 

 

１．招集年月日 令和３年２月１８日（木） 

 

１．招集場所  八代広域行政事務組合議場 

 

１．出席議員及び欠席議員の氏名 

  （１）出席議員（１０人） 

１番 増 田 一 喜 君     ２番 成 松 由紀夫 君   

 ３番 百 田   隆 君     ４番 橋 本 幸 一 君  

 ５番 村 川 清 則 君         ６番 中 村 和 美 君 

７番 山 本 幸 廣 君          ８番 堀   徹 男 君  

９番 西 尾 正 剛 君        １０番 上 田 健 一 君 

  （２）欠席議員（なし）   

 

１．説明のため会議に出席した者の職、氏名 

管理者  中 村 博 生 君（八代市長） 

副管理者 藤 本 一 臣 君（氷川町長） 

監査委員 江 﨑 眞 通 君 

消防長 谷井 祐典 君、  次長兼危機管理監 坂井 寿弘 君、  

次長兼八代消防署長 上野 三郎 君、  会計管理者兼会計課長 竹永 功治 君、 

鏡消防署長 塚本 正義 君、 警防課長 垣下 孝幸 君、  

指令課長 今田 博士 君、 予防課長 濱田 克一 君、  

総務課長 谷口 研朗 君 

 

１．職務のため議場に出席した職員の職、氏名 

総務課長補佐兼総務係長 久保田 宏之 君、  同課人事教養係長 久保田 鉄也 君、 

同課財政係長 田村 修 君、 同課主任 村上 正樹 君、 同課主任 東坂 宰 君 

 

１．議事日程（第２号） 

日程第１  議第 1号  令和３年度八代広域行政事務組合一般会計予算 

           について 

日程第２  議第２号  八代広域行政事務組合議会議員の議員報酬及び 

費用弁償に関する条例の制定について 

日程第３  議第３号  八代広域行政事務組合特別職の報酬及び費用弁償 

に関する条例の全部改正について 

日程第４  議第４号  八代広域行政事務組合火災予防条例の一部改正 

について 

   日程第５  議第５号  財産の取得について 

   日程第６  議第６号  財産の取得について 

   日程第７  会議録署名議員の指名 
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１．会議に付した事件 

１．日程第１  

１．日程第２  

１．日程第３  

１．日程第４  

１．日程第５  

１．日程第６ 

１．日程第７ 
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（午前１０時００分 開会） 

 

○議長（橋本幸一君） おはようございます。 

（「おはようございます」と呼ぶ者あり） 

これより、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手許に配付のとおりでございます。 

 

― 日程第１から日程第６ ― 

〇議長（橋本幸一君） 日程第１から日程第６まで、すなわち議第１号から同第６号

までの議案６件を一括議題とし、これより本６件に対する質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

〇議長（橋本幸一君） 以上で質疑を終わり、これより討論を行います。 

討論ありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

〇議長（橋本幸一君） 以上で討論を終わり、これより採決いたします。 

 

〇議長（橋本幸一君） 議第１号・令和３年度八代広域行政事務組合一般会計予算に

ついて、これを原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者 起立） 

 

〇議長（橋本幸一君） 起立全員。よって本件は原案のとおり可決されました。 

 

〇議長（橋本幸一君） 議第２号・八代広域行政事務組合議会議員の議員報酬及び費

用弁償に関する条例の制定について、これを原案のとおり決するに賛成の諸君

の起立を求めます。 

 

（賛成者 起立） 

 

〇議長（橋本幸一君） 起立全員。よって本件は原案のとおり可決されました。 

 

〇議長（橋本幸一君） 議第３号・八代広域行政事務組合特別職の報酬及び費用弁償

に関する条例の全部改正について、これを原案のとおり決するに賛成の諸君の

挙手を求めます。 

 

（賛成者 挙手） 
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〇議長（橋本幸一君） 挙手全員。よって本件は原案のとおり可決されました。 

 

〇議長（橋本幸一君） 議第４号・八代広域行政事務組合火災予防条例の一部改正に

ついて、これを原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

 

（賛成者 挙手） 

 

〇議長（橋本幸一君） 挙手全員。よって本件は原案のとおり可決されました。 

 

〇議長（橋本幸一君） 議第５号・消防ポンプ自動車の更新整備に係る財産の取得に

ついて、これを可決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

 

（賛成者 挙手） 

 

〇議長（橋本幸一君） 挙手全員。よって本件は可決されました。 

 

〇議長（橋本幸一君） 議第６号・高規格救急自動車及び高度救命処置用資機材一式

の更新整備に係る財産の取得について、これを可決するに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

 

（賛成者 挙手） 

 

〇議長（橋本幸一君） 挙手全員。よって本件は可決されました。 

 

－日程第７－ 

〇議長（橋本幸一君） 日程第７、会議録署名議員の指名を行います。 

会議規則第８５条の規定により、会議録署名議員に増田一喜君、上田健一君

を指名いたします。 

 

〇議長（橋本幸一君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

                                    

〇議長（橋本幸一君） 閉会にあたり、管理者から発言の申し出がありますので、こ

れを許します。 

 

◎管理者（中村博生君） 議長。（挙手） 

 

〇議長（橋本幸一君） 管理者 中村博生君  

 

（管理者 中村博生君 登壇） 

◎管理者（中村博生君） 皆さん、おはようございます。 
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（「おはようございます」と呼ぶ者あり） 

閉会にあたりまして、一言、お礼を兼ねまして御挨拶を申し上げます。 

今月８日から始まりました本組合議会２月定例会におきましては、提案いた

しました議案につきまして、慎重な御審議を賜り、原案どおり御賛同をいただ

き、誠にありがとうございました。 

    本日成立いたしました令和３年度予算を最大限に活用し、消防行政全般にわ

たり、住民の生命、身体、財産を守るため、消防職員一丸となって取り組んで

まいる所存でございます。 

    御承知のとおり、先週１３日の午後１１時頃、福島県沖を震源とするマグニ

チュード７．３の地震が発生し、最大震度６強を観測した福島県や宮城県を含

む東北地方及び関東地方では、転落や転倒による負傷者、家屋の損壊、交通網

やインフラの寸断など、各地で多大な被害が発生しております。 

    気象庁によりますと、今回の地震は１０年経ったものの東日本大震災の余震

と考えられるということであります。熊本地震を経験し、日奈久断層を有する

本組合にとりましても対岸の火事ではなく、いつ何時に襲ってくるか分からな

い地震に対しまして、引き続き、警戒を緩めることなく、消防防災体制の充実・

強化に努めてまいります。 

    また、連日報道されております新型コロナウイルス感染症につきましては、

国内で感染が確認されてから１年が経過し、これまで４１万人以上の方が感染

し、亡くなった方は７千人を超えております。 

    未だ終息には至っておりませんものの、不要不急の外出自粛や飲食店の時短

要請等に対する住民や事業者の皆様の御理解と御協力により、新規感染者数の

減少や病床使用率の低下が確実となったことから、今月２１日まで延長とされ

ていた県独自の緊急事態宣言も昨日をもって終了し、時短要請等も本日から解

除されることとなりました。 

    さらに、昨日からは、医療従事者を対象としたワクチンの優先接種が行われ

ております。今後、終息に向け加速することを期待しておりますが、本組合に

おきましては、関係機関と緊密な連携・協力体制のもと、今後も油断すること

なく、引き続き徹底した感染防止対策を講じてまいります。 

    議員各位におかれましても、日頃から感染予防に努めていただきますととも

に、これから寒暖の差が大きく、体調を崩しやすい季節となりますので、体調

管理には十分留意され、益々御活躍いただきますよう心から祈念申し上げまし

て、閉会にあたっての挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

〇議長（橋本幸一君） これをもって、八代広域行政事務組合議会令和３年２月定例

会を閉会いたします。 

（午前１０時８分 閉会） 
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１．地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

  令和 ３年  ２ 月 １８ 日 

 

 

 八代広域行政事務組合議会      議 長               

                      （ 橋 本  幸 一 ） 

 

  同     議 員               

                      （ 増 田  一 喜 ） 

 

  同     議 員               

                      （ 上 田  健 一 ） 

 


